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　本特集では、内偵調査等で捜査担当官（調査担当者等）が使用する「捜査費」を取り上げる。
捜査費を使用した際、捜査担当官は「捜査費支払明細（証明）書」に支払先、支払金額、使用
日時、天候、同行者等を記載し、領収書を貼付して確認を受けるが、「調査の効果測定のため」
「調査を察知される恐れがある」といった理由で領収書の発行を求めないケースもあるようだ。
また、当局資料からは、聴取場所の室料＝「張込場所等の借料等」、風俗店の利用（サービス
料、ホテル代）、理髪、エステ等の施術費＝「入場料金」など捜査費の使用区分も一部見て取れる。

内偵調査等で使用する
捜査費の取扱いは？
内偵調査等で使用する
捜査費の取扱いは？

支払明細書に天候を記載etc.

ニュース特集ニュース特集

　「捜査費」とは何か。また、捜査費事務はどのように行われるか。

　捜査費は、「捜査費」以外の予算では支弁できない場合または通常の経費の支出およ
び支払手続によると捜査等（捜査、犯則調査、処分、内偵、情報資料収集等）の時機を
失するおそれがあると認められる場合に限って使用できる特殊な経費とされています。

　捜査費取扱課長（個人・法人第1統括官等）は、あらかじめ捜査費の交付を受ける必要がある
と判断した場合、「捜査費請求書」を出納員（総務課長等）に提出し、出納員は請求内容を調査し
た上で官署支出官へ提出します。また、捜査費の使用状況は、毎月、官署支出官に報告されます。
報告の際には、捜査資金交付明細書、捜査資金支払内訳書（「捜査費支払明細（証明）書」または
「タクシー料支払明細書」を添付）、内観調査票（写）等の証拠書類を提出します（図参照）。

特定事業者 経済産業局等

税 務 署

①高度省エネルギー増進設備等に関する投資
計画の確認申請書の提出

②高度省エネルギー増進設備等に関する投資計画
の確認書の交付（申請書提出後30日以内目途）

③税務
　申告

（出典：財務省）

●Aコインを購入、売却、交換する場合、
　通貨とペアになっていないため、
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A → B →通貨
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文書照会等による資料情報
の収集・蓄積を行い、時期
を捉えて実地調査等を実施

優先的に調査事務量を確保
した上で、積極的に実地調
査等を実施

【図】事案の概要
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【図】特定事業者が申請者となる場合

【図2】

【図】調査報告書の作成（調査で見聞した事項の証拠化が必要な場合）

【図】国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例

【図表3】仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備

【図表4】一時的に必要な仮想通貨を取得した場合

【図1】設備取得後に、当該設備の内容を記載した中長期計画書及び確認申請書を提出し
　　　　確認書の交付を受けた場合（→税制措置の対象）

【図】「別訴判決」の概要と更正の請求をめぐる東京地裁の判断

相続人
（納税者）

裁判所

時価（＠1,083円）と譲渡価
額（＠642円）の差額を関係
会社へ求める訴訟を提起。

❷
本件株式の評価額を＠642円
へ修正する旨の更正の請求。❹

更正の請求を認めず。

被相続人と関係会社との
間で本件株式を＠642円
で譲渡する旨の合意あり。
請求棄却（別訴判決）。

❸

「別訴判決」は「判決」（通則法23②一）に該当。
税務署の処分の取り消しを求める訴訟を提起。❻❼「別訴判決」は「判決」（通則法23②一）

に該当せず。請求棄却。

❺
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【図2】設備取得をした事業年度末以降に確認申請書を提出している場合
　　　（→税制措置の対象外）
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（質問応答記録書を
 作成した旨を簡記）

調査報告書
（納税者から回答を
受けた事項（要旨））

会計上の取扱いが定まったことを機に、
法人税法上の取扱いについて次のように定める。

　企業会計基準委員会（ASBJ）により実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関
する当面の取扱い」が公表され、期末に保有する仮想通貨について、以下の区分に応じて期末評価を行い、帳簿
価額との差額を当期の損益として処理することとされた。
・活発な市場が存在する仮想通貨…時価法
・活発な市場が存在しない仮想通貨…切放し低価法

会計上の取扱い

○　法人が期末に保有する仮想通貨について、以下の区分に応じたそれぞれの方法により評価した金額を期末
における評価額とし、①については評価損益を計上することとする。
　①　活発な市場が存在する仮想通貨…時価法
　②　活発な市場が存在しない仮想通貨…原価法
※　低価法は、保守的にすぎることから適用しないこととする（有価証券の評価についても、同様の理由から
平成12年度税制改正において廃止されている。）。

○　仮想通貨の譲渡損益について、その譲渡に係る契約をした日に計上することとする（約定日基準）。
○　仮想通貨の一単位当たり譲渡原価の算出方法について、移動平均法又は総平均法とする。
○　仮想通貨の信用取引について、期末に決済されていないものがある場合は、みなし決済損益額を計上する
こととする。
○　その他所要の措置を講ずる。

法人税法上の取扱い

甲交換所

Aコイン

Bコイン

Cコイン

通貨×
× （一時的に必要）

（一時的に必要）

（一時的に必要）

（出典：国税庁）

損失

国外の中古不動産の貸付けによる不動産所得

家賃収入

減価償却費

その他経費

必要経費

簡便法による
耐用年数で
計算

損失は生じな
かったものと
みなされる
⇒損益通算
　できない

生じなかったもの
とみなされた減価
償却費相当額

売却時の譲渡損益

譲渡対価

減価償却
累計額

不動産取得費

譲渡費用

譲渡原価

譲
渡
所
得

（出典：自民党税制調査会）
（出典：国土交通省）

（出典：自民党税制調査会）

【図表1】少額な返還インボイスの交付義務の見直し（案）

【図1】□□□□■□□□□■

【図】継続2管理事案（富裕層）の納税者管理・調査（R4事務年度・名古屋局）

【表2】持分の払戻しの算定方法

【図表1】適用イメージ

【図表】サステナビリティ開示・保証に関する日欧米の検討状況

【図1】東京局 税務CGの充実に向けた取組（特官所掌法人）

【図】捜査費事務の流れ（イメージ）

〇捜査費支払明細（証明）書のイメージ

【図2】取組状況の判定

【図表2】国境を越えたデジタルサービスに係るプラットフォーム課税の導入

【図2】□□□□■□□□□■

【図表3】適格請求書等保存方式に係る登録手続の見直し（案）

（出典：国税庁）

【図表1】証拠書類のない簿外経費への対応策

税務署 納税者

税務調査

取引が行われた事実及びその費用の額が、①納税者の保存する帳簿書類等からも②税務当局による
反面調査等によっても明らかにならない場合は、必要経費・損金に算入しない。

①帳簿書類等

②反面調査等

簿外経費
を主張

買 

手
売 

手

返還インボイスの交付義務

振込手数料などを差し引いて支払い

振込手数料などを差し引いて支払い

見直し案：値引等が少額（1万円未満）である場合、返還インボイスの交付を不要とする

改正概要 【適用期限：令和6年度末まで】
※見直し箇所：

インボイス制度施行
R5.10.1

R6.2.28

①  課税期間の初日から登録を受けようとする場合（例：3月決算法人）

②  経過措置により課税期間の途中（登録希望日）から登録を受けようとする場合

R6.3.17 課税期間の初日
R6.4.1

登録

適格請求書発行事業者

現行の提出期限
（1か月前）

見直し後の提出期限
（15日前）

申請書提出 申請書提出

インボイス制度施行
R5.10.1

申請書提出日
R6.1.17

登録希望日
R6.2.1

適格請求書発行事業者免税事業者 申請書提出

登録希望日（提出日から
15日以後の日）を記載

希望日後に登録が完了した
場合、希望日に登録を受け
たものとみなす。

課税期間の初日後に登録が完
了した場合、課税期間の初日
に登録を受けたものとみなす。

希望日後に登録が完了した
場合、希望日に登録を受け
たものとみなす。

課税期間の初日後に登録が完
了した場合、課税期間の初日
に登録を受けたものとみなす。

登録

デジタル
（D）
要件

企業変革（X）
要件

対象設備

•　ソフトウェア
•　繰延資産＊1

•　器具備品＊2

•　機械装置＊2

＊1　クラウドシステムへの移行に係る初期費用をいう
＊2　ソフトウェア・繰延資産と連携して使用するものに限る
＊3　グループ外の他法人ともデータ連携する場合

税額控除

3%

30%
5%＊3

特別償却

①　全社レベルでの売上上昇が見込まれる

②　成長性の高い海外市場の獲得を図ること

③　全社の意思決定に基づくもの
（取締役会等の決議文書添付等）

※　投資額下限：国内の売上高比
0.1%以上

※　投資額上限：300億円
　（300億円を上回る投資は300

億円まで）

※　税額控除上限：「カーボンニュー
トラル投資促進税制」と合わせ
て当期法人税額の20%まで

①　データ連携
（他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利用して新たに
取得するデータと内部データとを合わせて連携すること）

②　クラウド技術の活用

③　情報処理推進機構が審査する
「DX認定」の取得（レガシー回避、サイバーセキュリティ等
の確保、デジタル人材の育成・確保）

&

or

外国法人X社
（原告）

H26.4.29

X社がA・B社を
完全子会社化

H26.7.31

分割型分割の
直前の日

H26.10.31

分割に係る
事業年度の終了の日

内国法人A・B社
（分割法人）

乖離率　約3.8倍（③÷②）
乖離額　9.4億円（③－②）

【図表1】市場価格と相続税評価額の乖離の事例（令和4年4月19日最高裁判決に係る事例）
H21年

マンション（2棟）購入

取得価額
13.9億円
（①）

H24年
相続開始 ⇒ 申告

H28年
調査結果（更正）

鑑定評価額
12.7億円
（③）

乖離率  約3.8倍（③÷②）
乖離額  9.4億円（③－②）

（出典：自民党税制調査会）

相続税評価額
3.3億円
（②）

【図表3】マンションの相続税評価の方法

①　区分所有建物の価額＝建物の固定資産税評価額（注1）×1.0
②　敷地（敷地権）の価額＝敷地全体の価額（注2）×共有持分（敷地権割合）
（注1）「建物の固定資産税評価額」は、1棟の建物全体の評価額を専有面積の割合によって按分して各戸の評価額を算定
（注2）「敷地全体の価額」は、路線価方式又は倍率方式により評価

マンション（一室）の相続税評価額（自用の場合）＝  区分所有建物の価額（①）＋ 敷地（敷地権）の価額（②）

分割承継法人C社

H26.8.1 非適格分割型分割❷

出資持分❸

6ヶ月未満　  保有要件満たさず

6ヶ月以上　  保有要件満たす

国の主張

東京地裁・高裁の判断

【図1】□□□□■□□□□■

【図2】□□□□■□□□□■

外国法人X社
（原告）

調査に軸足を置く者 情報蓄積に軸足を置く者

能動的な情報蓄積が
必要な者

能動的な情報蓄積が
必要な者以外の者

H26.4.29

X社がA・B社を
完全子会社化

H26.7.31

分割型分割の
直前の日

H26.10.31

分割に係る
事業年度の終了の日

H26.4.29
完全子会社化

金銭
（みなし配当約140億円）

内国法人A・B社
（分割法人）

分割承継法人C社

❶ ❹
H26.8.1 非適格分割型分割❷

出資持分❸

6ヶ月未満　  保有要件満たさず

6ヶ月以上　  保有要件満たす

国の主張

東京地裁・高裁の判断

H26.4.29
完全子会社化

金銭
（みなし配当約140億円）❶ ❹

消滅時効の進行（5年間） 新たな消滅時効の進行（5年間）

【図】貸付事業引継ぎ後、半年後に第２次相続が開始した事例

甲が貸付事業開始 乙が死亡
（第２次相続開始）

甲が死亡
（第１次相続開始、乙が
貸付事業を引き継ぎ）

1年 半年持分の払戻しの
算定方法 ＝ ×脱退時財産額（脱退時における

監査法人の財産の価額）

<脱退時持分割合の算定方法>

※「脱退社員に属する損益の額」は、社員であった期間中の期ごとに、「当期純損益×当期末での（脱
退社員の出資金額/全社員の出資金額（資本金））」との計算式により算定した帰属損益の合計額
から、脱退社員の利益配当請求による払戻額を控除した金額

脱退時持分割合（脱退時における
脱退社員の持分割合）

脱退時
持分割合 ＝ ÷ ＋

（脱退時の脱退社員の出資
金額＋脱退時の脱退社員に
属する損益の額（※））

脱退時の全社員に属する損益
の額（既脱退社員に属する損益
で分配未了の物の額を含む）

脱退時の
全社員の
出資金額

不正加担先

正当な取引先

滞納法人
税務署

代表者等
株式50%超

不正行為に係る財産の創出を実行
自身への移転を受け、又は不正加担先への移転を実行

不正行為に係る財産の創出を実行
自身への移転を受け、又は不正加担先への移転を実行

①架空経費を計上し、不正行為に係る
財産を創出（注）

不正により免れた
滞納税額、かつ左
図④⑤の移転の
価額が限度

代表者の資産

②架空経費支払

③加担先から
　全額バック

④不正
　加担料

⑥通常の営業経費
　の支払等

⑤移転

⑦廃業等

徴収

（注）代表者等が法人の場合に第二次納税義務により納付すべき国税及び地方税については、既存の第二次納税義務により納付すべき国
税及び地方税と同様、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする。

税務署

滞納処分
できる財
産なし

（注）不正還付のケースでは還付金額を含む

代表者等に対して
第二次納税義務
を課す

バックさ
れた資金

多額の
預金

高級
マンション

第二次納税義務の限度額の計算上、　　　対象　　　　対象ではない

国外事業者 消費者プラット
フォーム

①プラットフォームがアプリ
　配信したものとみなす

②販売代金＋税③販売代金

④申告
対象を国外事業者に限定
→国内事業者への影響なし

対象を国外事業者によるデジタルサービスの取引高が50億円超のPFに限定
→本基準により、国外事業者が行うデジタルサービスの大宗が対象になると見込まれるとともに、高い
税務コンプライアンスにより、適正な課税の確保が見込まれる

（出典：自民党税制調査会提出資料）

（出典：自民党税制調査会提出資料）

対象を国外事業者に限定
→国内事業者への影響なし

対象を国外事業者によるデジタルサービスの取引高が50億円超のPEに限定
→本基準により、国外事業者が行うデジタルサービスの大宗が対象になると見込まれるとともに、高い
税務コンプライアンスにより、適正な課税が見込まれる

取
組
の
概
要

税
務
Ｃ
Ｇ
の
充
実
に
向
け
た
取
組

特
官
（
調
査
・
Ｃ
Ｇ
）

実
地
調
査
法
人

調
査
省
略
法
人

部
次
長

特
官
（
Ｃ
Ｇ
）

国税局：リスク・ベース・アプローチに基づく
　　　　税務調査の重点化

大企業：税務リスクの低減、税務調査対応の
　　　　負担軽減

1税務CGの確認

4J－CAP制度の活用
5再発防止に向けた取組

「a」：良好
「b」：おおむね良好
「c」：改善が必要

3トップマネジメントとの面談

 企業との協力関係の構築
税務コンプライアンスの維持・向上

国税局

大企業
（特官所掌法人）

大企業の税務コンプライアンスの維持・向上

取組状況を確認

取組評価

判　定

④見直し要請・質疑回答

①評価書等提出

意見交換

1税務CGの確認
〇確認表の作成・提出依頼、ヒアリ
ング実施

2税務CGの評価・判定
〇税務CGの取組及び前回指摘事
項への対応状況確認

〇評価結果の事前説明・意見交換

1確認表の作成・提出
【確認項目】
〇トップマネジメントの関与・指導
〇税務（経理）担当部署等の体制・機能
〇税務に関する内部牽制の体制
〇税務調査での指摘事項等に係る再
発防止策

〇税務に関する情報の周知

5再発防止に向けた取組
 【再発防止促進プログラム】
〇税務CGの取組を実施した実地調査
法人を対象

〇要改善事項への再発防止策の策定・運用

3トップマネジメントとの面談
〇評価結果と根拠を口頭にて伝達
〇本取組の充実に向けた意見交換
〇積極的なトップマネジメントの
関与・指導を要請

4J－CAP制度の試行（令和5年10月～） 
〇全特官所掌法人へ周知
〇早期回答（原則45開庁日以内） 
5再発防止策の策定・運用確認
〇再発防止状況を次回調査に活用

2税務CGの
　評価・判定

4J－CAP制度の活用
【新規性の高い形態の取引等に
　関する個別確認プログラム】
〇申告期限前の税務リスクの低減

統括官

経理担当
役員等

統括官

チェックシート
税務CG評価書

【図2】取組状況の判定

取組状況を確認

取組評価

判　定

統括官

経理担当
役員等

統括官

チェックシート
税務CG評価書

【図3】評価結果の確認等

【図4】トップマネジメント等との面談
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税務コンプライアンスの
維持・向上

有効な取組事例

管理課
実専官

③見直し要請・質疑回答

②評価書等提出・質疑
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【図3】評価結果の確認等

【図4】トップマネジメント等との面談

統括官

統括官 経理担当
役員等

調査総括課
職員

取組の良好事項・改善事項 要改善事項への対応

税務コンプライアンスの
維持・向上

有効な取組事例

管理課
実専官

③見直し要請・質疑回答

②評価書等提出・質疑

③支払（会計課）

④資金受入 ⑪証拠書類提出

⑩証拠書類提出

②請求書等提出

①請求書等提出

⑧́ 支払
（直接払）

⑨́ 領収書
　　徴取

税務署

⑤資金受入

⑨捜査費支払明細（証明）書提出⑥資金交付

⑧領収書徴取⑦支払

債権者等

官署支出官　総務部次長

出納員　総務課長

捜査費取扱課長等

捜査費支払明細（証明）書

支 払 金 額 使 用 日 時 令和X年X月X日
18：00～20：00

天候
晴れ¥14,720

（支払先名）スナック〇〇

（給付の内容及び理由）
　××××××××××××内観調査を実施した。
　ビール2本　カラオケ6曲　水割り6杯　おつまみ3品　合計14,720円（税込）

（領収証書貼付欄）領収証書を徴取することができなかった場合はその理由
　調査の効果測定のため、領収証書の交付は要求しなかった。

（納税者名）（株）〇〇商事
（支払先住所地等）〇〇市〇〇町1－1
（納税者住所地等）〇〇市〇〇町1－2

支　払　先
住 所 地 等

捜査費支払明細（証明）書

使 用 日 時 令和X年X月X日
20：00～22：00

天候
曇¥8,000

（支払先名）△△倶楽部

（給付の内容及び理由）
　××××××××××××××××××××××内観調査を実施した。
　サービス料　8,000円（税込）

（領収証書貼付欄）領収証書を徴取することができなかった場合はその理由

　調査を察知される恐れがあることから、領収証書の発行を要求しなかった。

（納税者名）（株）△△
（支払先住所地等）〇〇市〇〇町2－1
（納税者住所地等）〇〇市〇〇町2－2

〇捜査費支払明細（照明）書のイメージ

捜査費支払明細（証明）書

支払金額 使 用 日 時 令和X年X月X日
20：00～22：00

天候
曇¥8,000

（支払先名）△△倶楽部

（給付の内容及び理由）
　××××××××××××××××××××××内観調査を実施した。
　サービス料　8,000円（税込）

（領収証書貼付欄）領収証書を徴取することができなかった場合はその理由
　調査を察知される恐れがあることから、領収証書の発行を要求しなかった。

（納税者名）（株）△△
（支払先住所地等）〇〇市〇〇町2－1
（納税者住所地等）〇〇市〇〇町2－2

支払先
住所地等

支 払 金 額

支　払　先
住 所 地 等

捜査担当官

適用

（注1）CSRDにおける「中小会社」は、従業員250人以下の企業
（注2）EU市場での純売上高が大きいEU域外企業グループ
（注3）英国では、2023年8月にISSB基準に基づいたサステナビリティ開示基準（UK SDS：Sustainability Disclosure Standards）を2024

年7月までに最終化することを公表している。
（注4）米国については、気候関連開示に関する規則案について記載
（注5）米国の「大規模」とは大規模早期提出会社（時価総額700百万ドル以上等の要件を満たす会社）のこと。「早期・非早期」とは、早期

提出会社（時価総額75百万ドル以上700百万ドル未満等の要件を満たす会社）及び非早期提出会社（大規模早期提出会社及び早期提
出会社の要件を満たさない会社）のこと。「小規模」とは小規模報告会社（時価総額250百万ドル未満等の会社）のこと。

2023年対象 2024年 2025年 2026年以降

日本

ISSB

EU

EU指令
CSRD・
ESRS

2022年3月
SEC気候
関連開示
規則案

米国 大規模

早期・非早期

小規模

NFRD適用
欧州上場企業等

NFRD適用外
大会社

欧州上場
中小会社等

EU域外企業
（注2）

上場会社等
（金融商品
取引法

　適用会社）

法定開示への
取込みを検討

前提となる開示基準の策定や国内外の動向を踏まえて検討

保証のあり方を議論（担い手、保証基準・範囲・水準、制度整備等）

2023年6月 全般（S1）、
気候（S2）最終化

「記載欄」を新設

開示基準の検討

第三者による保証

※合理的保証へ移行

（出典：金融庁）

※合理的保証へ移行

適用
Scope1,2

適用
Scope1,2

適用
Scope1,2

Scope3
追加

3月公開草案
予定

～2025年3月
日本版S1、S2基準 
最終化予定

有価証券報告書

位置付けの明確化

SSBJ

※ 2022年3月に公表された
SEC規則案ベース。同規則
案は最終化されておらず、
適用開始されていない。

限定的
保証

適用 限定的
保証

2026年
適用

限定的
保証

2028年
適用

限定的
保証

Scope3
追加

2026年
合理的保証

2027年
合理的保証

限定的保証
（Scope1,2）

限定的保証
（Scope1,2）

そのほかの基準の検討

IAASB
IESBA

・新基準の開発（2023年8
月公開草案）

・倫理規則の改訂（2024年
1月29日に公開草案）

・新基準は2024年9月
最終化予定
・倫理規則は2024年
12月最終化予定

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   　商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531.html☎0120-6021-86 　　 見本誌請求  https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　 立ち読みコーナー　https://www.lotus21.co.jp/ta

https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531
https://www.lotus21.co.jp/ta
テキストボックス
最新号を含む見本誌を無料で進呈しております。下記よりご請求下さい

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html

	見本誌請求ページへ: 


